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（下から６行目）
また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリ
ス登録時に監督員にメール送信される。なお、変
更時と完了時の間が15日間（休日等を除く）に満た
ない場合は、変更時の登録申請を省略できるもの
とする。

（下から６行目）
また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容
確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提出し
なければならない。なお、変更時と完了時の間が
15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時
の提出登録申請を省略できるものとする。
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